
SDGs達成のための未来を変えるエシカル消費
～消費者月間・環境月間キャンペーンを実施～

５月の「消費者月間」と６月の「環境月間」に併せて、大野市消費者グループ連絡協議会では、大野市消

費生活モニターと大野市職員の共同で、市内量販店の店頭にてリーフレットなどを配布しエシカル消費 ※１

の啓発活動を行います。

つきましては、当日の取材をよろしくお願いいたします。

【※1 エシカル消費とは、人や社会・環境に配慮した消費行動（倫理的消費）のことです。
ＳＤＧｓの目標１２「つくる責任つかう責任」に関連する取り組みです。】

記

１ 日 時 ５月３０日（木）午後５時～６時

２ 場 所 ショッピングモール ヴィオ

かじ惣 リブレ店

バローこぶし通り店

ハニー新鮮館 三番通り店 （※各店舗の店頭もしくは店内）

※取材は、かじ惣リブレ店で対応させていただきます。

３ 主 催 大野市消費者グループ連絡協議会・大野市

４ 参加人数 ・大野市消費者グループ連絡協議会８人

・大野市消費生活モニター１０人 ・大野市職員６人

５ 啓 発 物 リーフレット１部・啓発チラシ３枚（別添写しのとおり）

啓発品（２５Lごみ袋）、ポケットティッシュ

全体で４００部配布（１カ所 約１００部）

報 道 資 料

【発信日】令和 6年 5 月 15 日

【問合わせ先】

大野市役所（１階４番窓口）

地域づくり部市民生活・統計課

大野市消費生活センター 担当 清水、田中

電話 0779-64-4831





 

 

令和５年度の 

年間消費者相談件数   １７６件 
                               

 

  市内で多かった相談トップ５ 

１

位 

インターネット通販関連 

(詐欺サイト、商品未着、 

ウィルス警告、送り付け商法、

情報商材、その他） 

 

 

27件 

２

位 
還付金や給付金の詐欺電話 24件 

３

位 

健康食品.化粧品の定期購入

(SNS広告、テレビ通販番組) 
 19件 

４

位 

覚えのない架空請求メール 

(宅配業者をかたる、 

フィッシング詐欺など) 

 14件 

５

位 

多重債務や借金契約 6件 

住宅に関するトラブル 6件 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
－ ＳＤＧＳ達成のための未来を変えるエシカル消費 － 

 

一人ひとりの消費行動が社会や世界とつながっており、 未来や他者のための行動が最終的により良い社会形成 

につながります。 

「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動から転換し、人や社会、地域などにも配慮した消費者行動である 

エシカル消費を心がけましょう。 

 

 

大野市消費生活センターだより  

 

 見守り新鮮情報は、 

国民生活センターの 

ホームページに掲載 

されています。 

５月は、消費者月間です！                

～デジタル時代に求められる消費者力とは～ 
令和６年度消費者月間統一テーマ (消費者庁） 

 
デジタル時代において、わたしたちが安全・安心かつ豊かな

消費生活を送るために、今、求められる「消費者力」とはどの

ようなものでしょうか。  

デジタルサービスの仕組みやリスクへの理解、情報に対する

批判的思考力、適切に情報を収集・発信する力、これらのアッ

プデートを続けていくとともに、「気づく・断る・相談する」

というこれまでも必要とされた基礎的な力をさらに高めてい

くことが重要です。 

 

SNSがきっかけのトラブル 

・メッセージアプリでネットワークビジネスに勧誘される 

・マッチングアプリで投資などの儲け話に勧誘される 

・利益誘引型のサイトを見て怪しいアルバイト（闇バイト） 

に手を出す 

 

トラブルにあわないために(国民生活センターより) 

・SNS 運営会社の利用規約では、SNS がきっかけでトラブルが

発生しても責任を負わないとしていることがほとんどです。

SNS 上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相

手かどうか分かりません。お金を支払った途端に相手と連絡

が取れなくなることもあり、一度支払ったお金を取り戻すこ

とは困難です。 

本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。 
 

・大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたう SNS上の

広告や、「簡単に儲かる」「損はしない」などの投稿やメッセ

ージはうのみにしないようにしましょう。 
 

・相手から学生証、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカ

ードなどの身分証明書の情報を送るように求められるケー

スもありますが、送ってしまうと後で取り戻すことは難し

く、より大きなトラブルに発展することがあります。 

絶対に送らないようにしましょう。 

●迷ったら契約前に、周囲の人や消費生活センターに相談してか

ら判断しましょう。 

 

困った！知りたい！ 

消費者ホットライン 

☎「１８８」（イヤヤ！） 

※お住まいの地域の消費生活 

センターにつながります。 

 



 

 

 注意！！ 

通信販売は、クーリング・オフ

がありません。 

 

インターネット・テレビショッ

ピング・カタログ・ちらし・新聞

等をみて、自分から注文する方法

は、通信販売です。 

通信販売は、消費者が主体的に

行動して契約するものなので、 

クーリング・オフ(一定期間内であ

れば無条件で契約解除できる制度)

は、ありません。 

 

通信販売は返品特約が優先です。 

返品の可否や条件についての特

約があれば特約に従います。 

特約がない場合には、８日以内

（商品を受け取った日を含む）で

あれば返品できますが、商品の返

品費用は消費者負担です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
検索  国民生活センター  

    見守り新鮮情報は、 

       国民生活センターの 

ホームページに掲載 

されています。 

 

＊＊＊ 大野市消費生活センターでは・・・ ＊＊＊  

商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せを消

費者から受付けて、公正な立場で処理にあたっています。 

また、消費者として知っておくとよい知識や電話勧誘及び訪問

販売などの対応方法等をお話しする消費者教育講座も随時行っ

ています。 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

<お問い合わせ先> 

大野市消費生活センター 

（市民生活・統計課内 1階 4 番窓口）  

ＴＥＬ６４－４８３１ 

 

 

ひとこと助言 
●1回だけのつもりで申し込んだが、定期購入になっていたという

相談が多数寄せられています。 
●詳細な契約内容は、「〇％オフ」などの目立つ表示と離れた場所

に表示されていたり、小さい字で書かれていたりすることがある

ため、画面の隅々まで見るなど注意が必要です。 

●「解約の申し出は次回発送日の〇日前まで」などと解約条件が定

められている場合も多くあります。注文する際には、解約条件な

どの契約内容をしっかりと確認しましょう。 

 






